
業者に係る

鶉攣につ転罐て

神奈川県下の体業4日以上の業務上疾病の発生件数は、労働災害全

体が減少傾向にある中で、近年、増加を続けています。腰痛は、そ

のうちの60%以上を占め、年間3001牛 から4001牛前後で推移しており、

腰痛を予防することは、企業にとつても作業者にとつても重要な課

題となつています。

神奈川労働局・労働基準監督署
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1 神奈川県下における腰痛発生状況の推移 (休業4日以上のもの )

神奈川県下における腰痛の発生件数は、平成 15年以降毎年増加し続けている。平成20年については、業種

別では、商業 金融業 広告業、運輸交通業、保健衛生業、製造業の順で多発しており、保健衛生業の7割強

が社会福祉施設である。

■ 業務上疾病 うち腰痛 腰痛のうち社会福祉施設

平成 11年 12

2-1 全国における腰痛発生状況 (平成 16年発生の体業4日以上のもの)

(H2026基 安労発第0206001号 「職場における腰痛発生状況の分析についてJよ り作成)

(1)業種別発生割合

分析必要事項の明らかな4,O08件 について分析したところ、業種別では製造業 (752件 )、 商業 金融

業 広告業 (714件 )、 保健衛生業 (697件 )、 運輸交通業 (679件)の順で発生しており、保健衛生業の6

害」33が社会福祉施設 (407件 )である。

業種別発生割合

その他
102%

清掃 。と畜業 _
62%

接客娯楽業 _
57% 建築業

70%

保健衛生業
174%

金融 。広告業
178%
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(2)多発業種別発症率

業種別にみた労働人□1万人当たりの腰痛発症率は、企業種平均が 1.3の ところ、社会福祉施設は33であ

り、発生件数としては多い商業 ・金融業 広告業、製造業、運輸交通業よりも高い。

業種別発症率

全業種平均 運輸交通業 商業・金融業・広告業  社会福祉施設

(3)発生月

気温の低い冬季に腰痛が多発するという傾向は認められず、季節に関わりなく腰痛予防に取組む必要が

ある。保健衛生業についても同様である。

(4)発生曜日

週の始めに多発する傾向が認められるが、事業場の稼働日であればいずれの曜日であっても、腰痛に注

意する必要がある。体日明けに特に注意を要する。

発 生 月

500

400

300

200

100

0

1月 2月 3月 4月 5月 6月   7月   8月   9月

■ 全産業 (n=4,008)

10月  11月  12月

■ 保健衛生業 (n=697)

発生曜日

1000

800

600

400

200

0

木     金

■ 全産業 (n=4,008)

土     日

■ 保健衛生業 (n=697)
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2-2 全国の社会福祉施設における腰痛発生状況 (2-1の407件)

(1)腰痛発生時動作の内訳

発生件数407件のうち344件 (845%)が人を取扱い対象とする介助作業に係るものであり、介助作業

のほとんどは介護作業である。

腰痛発生時の作業の内訳 介助作業の内訳

■ 介助作業 それ以外の作業 ■ 介護

(2)介助作業による被災場所別、単独・共同作業別、移乗・移乗以外別の腰痛発生件数

○ここでいう「移乗Jとは、要介護者をある場所から他の場所へ移すことであり、ベッ ドから車いすヘ

移すこと等がある。

O食堂において食事介護を行うため、要介護者のベッドから車いすへ移乗を行う時や食事介護の後に車

いすからベッドヘの移乗を行う時に腰痛が発生した時は介護の種類は「食事」に分類している。

O介護の種類の「その他」には、食事、入浴、排せつ及びおむつ交換のいずれにも該当しない介護のほ

か、介護の種類が明確でないものが含まれる。

ロ

被災場所

(n=344)

11000%|

単独作業

又は共同

作業の別

移乗又は

移乗以外

の別

保育

(n=24)

(709`)

小計

(n=344)

(1000%)

食事

(n=22)

(64%)

入浴

(n=88)

(256%)

排せつ

(n=49)

(142%)

おむつ交換

(n=20)

(58%)

その他

(移乗以外)

(n=41)

(119%)

その他

(移乗)

(n=100)

(2919イ )

事業場内

(n=275)

1799%|

単  独

(n=235)

《8559`〉

移 乗 6 ＼ ＼ 139

移乗以外 7 11 ＼

共同

(n=40)

《145%》

移 乗 4 5 1 ＼ 14 ＼

移乗以外 0 1 1 0 1 ＼ 0 3

(n=275)

計

1000%》

275

【76%】 【233%】 【127シ6】 【69%】 【105%】 【302%】 【87%】 【1000%】

事業場外

(n=69)

1201%|

単  独

(n=53)

(768%〉

移 乗 1 6 0 ＼ ＼

移乗以外 0 6 1 1 12 ＼ 0

共同

(n=16)

(232%〉

移 乗 0 1 0 ＼ ＼

移乗以外 0 1 0 0 0 ＼ 1

小計

(n=69)(1000%》

1 1 12 17

〔14%〕 〔348%〕 〔203%〕 〔1 4%〕 〔174%〕 〔246%〕 〔00%〕 〔1000%〕



腰痛Iまなぜおこるか

1 腰痛とは

腰痛とは、腰部あるいは背中の下部から下肢にかけて痛みがあり、動作等の障害が生じている状態のこと

をいい、病名ではなく、症状の名前です。腰痛を起こす疾患には、ぎっくり腰 (腰部捻挫)や椎問板ヘルニ

ア、椎体骨折、腰痛症 (椎体や椎間板などに原因を見いだせない腰痛)などが含まれています。

2 腰痛はなぜおこるのか ?

人Ponが二本足で立つようになったため、腰には大変な負lBがかかっています。このため、人間の体では筋

肉や靭帯、椎間板、椎体骨、関節などが腰の負担を軽減する役害Jを果たしていますが、このバランスが崩れ

ると腰痛が発症します。

<1要痛の原因>

ど観

1 )

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

腰椎と仙椎を支えている腹筋と背筋のバランスが良くない場合

腰椎の前彎を強くする悪い姿勢を長時間または繰り返し続けた場合

不意の動作や過大な外力の急激な作用などによつて、椎間板や靭帯・筋膜や筋肉が耐えき

れなくなつて傷害された場合

悪い姿勢や動作、重量物の取扱いなどにより、腰部に負荷が繰返し作用した場合

骨に原因がある場合

椎間板や靭帯に原因がある場合

内臓疾患がある場合

寒冷、湿度、振動、運動不足、肥満、妊娠、精神的なス トレスなどが原因となる場合

喫煙は腰への血流を低下させ、腰痛の回復を遅らせるなどの悪影響を与えます。

3 腰痛 を起 こす職場の要因

腰痛を起こす要因には、作業に関係する要因、作業環境に関係する要因、労働者個人の要因などがありま

す。

(1)作業に関係する要因

腰部に動的あるいは静的な過度の負担をカロえる動作要因であり、腰痛発症の際に一番問題となります。

(2)作業環境に関係する要因

作業床面の状態、温度、湿度、照明など

(3)労 働者個人に関係する要因

性別、年齢、体格、筋力、既往症 基礎疾患の有無、心理的要因、仕事の熟練度、日常生活習慣等
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腰痛を防ぐためには、作業管理、作業環境管理、健康管理及び労働衛生教育を適切に行うことが必要です。

作業管理とは、作業方法、作業手順、作業姿勢、作業時間等を適正に管理することをいいます。

作業環境管理とは、作業場所の温度、湿度 、照度や作業床面、作業空間及び設備などを適切に管理する

ことをいいます。

健康管理とは、健康診断の実施とその結果に基づく事後措置を適切に行うことなどをいいます。

厚生労働省では、腰痛を防くため、「職場における腰痛対策指針」を策定しています。この指針では、腰痛

の発生を減少させるため、一般的な腰痛予防対策を示したうえで、腰痛の発生が比較的多い5つの作業につい

ての作業態様Я」の基本的な対策を示しています。

ここでは、一般的な腰痛予防対策の全文と介護作業者の腰痛予防の観点から、5つの作業態様Я」対策の中か

ら2つの作業についての基本的な対策を掲載いたしました。

なお、「職場における腰痛予防対策指針及びその解説」の全文につきましては、次のホームベージで御参照

いただけます。

(http://www iaish 9rip/a∩ ze∩_fts/FTS_HO∪ _DET aspx?loho_∩〇=903)

職場における腰痛予防対策指針 一抜粋一

1 はじめに

職場における腰痛は、特定の業種のみならず多くの業

種及び作業において見られる。

これらの腰痛の発症の要因には、①腰部に動的あるい

は静的に過度に負担を加える動作要因、②腰部への振動、

寒冷、床・階段での転倒等で見られる環境要医|、 ③年齢、

性、体格、筋力等の違い、椎間板ヘルニア、骨粗しょう

症等の既往症又は基礎疾患の有無及び精神的な緊張度等

の個人的要因があり、これら要因が重なり合って発生する。

職場における腰痛を予防するためには、作業管理、作

業環境管理、健康管理及び労働衛生教育を適切に行うこ

とによって腰痛の発生の要因の排除又は軽減に努めると

ともに、労働者の健康の保持増進対策を進めることが必

要であることから、本指針は、これらの事項について具

体的に示すものである。

各事業場においては、本指針に揚げられた腰痛の基本

的な予防対策を踏まえ、各事業場の作業の実態に即 した

対策を講ずる必要がある。

なお、本指針では、腰痛の発生を減少させるため、一

般的な腰痛の予防対策を示 した上で、腰痛の発生が比較

的多い次の 5作業についての作業態様別の基本的な対策

を別紙により示 した。

(1)重量物取扱い作業

(2)重症心身障害児施設等における介護作業

(3)腰部に過度の負担がかかる立ち作業

(4)腰部に過度の負担がかかる腰#|け作業・座作業

(5)長時間の車両運転等の作業

2 作業管理

(1)自 動化、省力化

腰部に著 しい負担のかかる作業を行わせる場合に

は、作業の全部又は ^部 を自動化又は機械化 し、労

働者の負担 を軽減することが望 ましいが、それが困

難な場合には、適切な補助機器等を導入すること。

(2)作業姿勢、動作

労働者に対 し、次の事項に留意 させること。

イ 腰部に負担のかかる中腰、ひね り、前屈、後屈

ねん転等の不自然な姿勢 をなるべ くllkら ないよう

にすること。このため、正面を向いて作業が行え

るよう作業台等の高 さ、労働者 と作業台等 との対

面角度の調節等を行 うこと。また、不自然な姿勢

を収 らぎるを得ない場合には、適宜、身体を保持

する台等を使用すること。

口 立位、椅座位等において、同一姿勢を長時間取

らないようにすること。

ハ 腰部に負担のかかる動作 を行 うに当たっては、

姿勢を整え、かつ、急激な動作を避けることc

二 持ち 卜1げる、引 く、押す等の動作は、膝を軽 く山

げ、呼llltを 整え、下腹部に力を入れながら行うこと。

ホ 頸部又は腰部の不意なひね りを可能な限 り避

け、動作時には、視線 も動作に合わせて移動 させ

ること。

(3)作業標準等

イ 作業標準の策定

腰部に過度の負担のかかる作業については、腰痛
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の予防のため、次の事項に留意 して作業標準を策

定すること。また、新 しい機器、設備等を導入 し

た場合には、その都度、作業標準を見直すこと。

(イ )作業時間、作業量、作業方法、使用機器等を示

すこと。なお、作業時間、作業量等の設定に際

しては、作業内容、取 り扱 う重量、自動化等の

状況、補助機器の有無、作業に従事する労働者

の数、性別、体力、年齢、経験等に配慮すること。

(口 )不 自然な姿勢を要する作業や反復作業等を行 う

場合には、他の作業 と組み合わせる等により当

該作業がで きるだけ連続 しないようにす るこ

と。また、作業時間中にも適官、小休止・休息

が取れるようにすることが望ましい。

□ その他

(イ )コ ンベヤー作業等作業速度が機械的に設定 され

ている作業を行わせる場合には、労働者の身体

的な特性 と体力差 を考慮 して、適正な作業速度

にすること。

(口 )夜勤、交替制勤務及び不規則勤務にあっては、

作業量が昼間時における同一作業の作業量を下

回るよう配慮すること。

(4)休憩

イ 腰部に著 しい負担のかかる作業を行わせる場合

には、横になって安静を保てるよう十分な広 さを

有する休憩設備を設けるよう努めること。

口 休憩設備の室内温度を、筋緊張が緩和できるよ

う調節することが望ましヽヽ。

(5)そ の他

イ 腰部に著 しい負担のかかる作業を行わせる場合

には、腹帯等適リリな補装具の使用も考慮すること。

口 作業時の靴は、足に適合 したものを使用させるこ

と。腰部に著 しい負担のかかる作業を行 う場合に

は、ハイヒールやサンダルを使用させないこと。

3 作業環境管理

(1)温度

屋内作業場において作業を行わせる場合には、作

業場内の温度を適切に保つこと。また、低温環境下

において作業 を行わせる場合には、保温のための衣

服を着月]さ せるとともに、適宜、暖が取れるよう暖

房設備を設けることが望ましい。

(2)照明

作業場所、通路、階段、機械類等の形状が明瞭に

わかるように適切な照度を保つこと。

(3)作業床面

作業床面はできるだけ「1凸 がなく、防滑性、弾力

性、耐衝撃性及び耐へこみ性に優れたものとするこ

ロ

とが望ましい。

(4)作業空間

動作に支障がないよう十分な広 さを有する作業空

間を確保すること。

(5)設備の配置等

作業を行 う設備、作業台等については、作業に伴

う動作、作業姿勢等を考慮 して、形状、寸法、配置

等に人間工学的な配慮をすること。

4 健康管理

(1)健康診断

重量物取扱い作業、介護作業等腰部に著 しい負担

のかかる作業に常時従事する労働者に対 しては、当

該作業に配置する際 (再配置する場所を含む。以下

同じ。)及びその後 6月 以内ごとに 1回、定期に、次

のとおり医師による腰痛の健康診 LIfを 実施すること。

イ 配置前の健康診断

配置前の労働者の健康状態を把握 し、その後の

健康管理の基礎資料とするため、配置前の健康診

断の項 目は、次のとおりにすること。

(イ )既往歴 (腰痛に関する病歴及びその経過)及び

業務歴の調査

(口 )自 覚症状 (腰痛、下肢痛、下肢筋力減退、知覚

障害等)の有無の検査

1711脊柱の検査 :姿勢異常、脊柱の変形、脊柱の可

動性及び疼痛、腰背筋の緊張及び圧痛、脊椎棘

突起の圧痛等の検査

(二 )神経学的検査 :神経伸展試験、深部腱反射、知

覚検査、筋萎縮等の検査

(→脊柱機能検査 :ク ラウス・ウェーパーテス ト又

はその変法 (腹筋力、背筋力等の機能のテス ト)

●腰椎の X線検査 :原則 として立位で、 2方向撮

影 (医師が必要と認める者について行 うこと。)

口 定期健康診断

(イ )定期に行 う腰痛の健康診断の項 日は、次のとお

りとすること。

a 既往歴 (腰痛に関する病歴及びその経過 )

及び業務歴の調査

b 自覚症状 (腰痛、下肢痛、下肢筋力減退、

知覚障害等)の有無の検査

(口 Xイ )の健康診断の結果、医師が必要と認める者に

ついては、次の項 目についての健康診断を追加

して行 うこと。この場合、(イ )の健康診断に引き

続いて実施することが望ましい。

a 脊柱の検査 :姿勢異常、脊柱の変形、脊柱

の可動性及び疼痛、腰背筋の緊張及び圧痛、

脊椎棘突起の圧痛等の検査



b 神経学的検査 :神経伸展試験、深部腱反射、

知覚検査、徒手筋カテス ト、筋萎縮等の検

査 (必要に応 じ、心因性要素に関わる検査

を加えること。)

c 腰椎の X線検査 (医師が必要と認める者に

ついて行 うこと。)

d 運動機能テス ト (医師が必要と認める者に

ついて行 うこと。)

ハ 事後措置

腰痛の健康診断の結果、労働者の健康 を保持す

るため必要があると認めるときは、作業方法等の

改善、作業時間の短縮等必要な措置を講ずること。

(2)作業前体操、腰痛予防体操

イ 作業前体操の実施

腰痛の予防を合めた健康確保の観点から、次の

とおり作業前体操を実施すること。

(イ )始業時に準備体操 として行 うこと。

(口 )就業中に新たに腰部に過度の負担がかかる作業

を行 う場合には、当該作業開始前に下肢関節の

屈仲等を中心に行 うこと。

口 腰痛予防体操の実施

重量物取扱い作業、介護作業等腰部に著 しい負

担のかかる作業に常時従事する労働者に対 し、適

宜、腰痛予防を目的とした腰痛予防体操を実施する

こと。

腰痛予防体操には、①関節可動体操、②軟部組

織仲展体操、③筋再建体操の 3種があり、実施に

当たっては、その日的に合ったものを選択する

こと。

5 労働衛生教育等

(1)労働衛生教育

重量物取扱い作業、介護作業等腰部に著 しい負担

のかかる作業に常時従事する労働者については、当

該作業に配置する際及び必要に応 じ、腰痛の予防の

ための労働衛生教育を実施すること。

当該教育の項目は次のとおりとし、その内容は受

講者の経験、知識等を踏まえ、それぞれのレベルに

合わせて行うこと。

①腰痛に関する知識

②作業環境、作業方法等の改善

③補装具の使用方法

④作業前体操、腰痛予防体操

なお、当該教育の講師としては、腰痛の予防につ

いて 卜分な知識 と経験を有する者が適当であるこ

と。

(2)そ の他

腰痛を予防するためには、職場内における対策を

進めるのみならず、労働者の日常生活における健康

の保持増進が欠かせない。このため、産業医等の指

導の下に、労働者の体力や健康状態を把lFEし た上で、

バランスのとれた食事、睡眠に対する配慮等の指導

を行うことが望ましい。

別紙 作業態様別の対策

I 重量物取扱い作業

重量物を取 りlltう 作業を行わせる場合には、単に

重量制限のみを守るにではなく、取扱い回数等作業

密度を考慮 し、適切な作業時間、人員の配置等に留

意 しつつ、次の対策を講ずること。

(1)自 動化、省力化

イ 重量物取扱い作業については、適切な自動装

置、台車の使用等により人力の負担を軽減する

ことを原則とすること。なお、作業の自動化が

困難な場合は、適切な装置、器具等を使用 して、

できるだけ人力の負担を軽減すること。

口 人り」による重量物取扱い作業が残 る場合 に

は、作業速度、取扱い物の重量の調整等により、

腰部に過度の負担がかか らないようにす るこ

と。

(2)重量物の取扱い重量

イ 満18歳以 卜の男子労働者が入力のみにより取

り扱う[彗量は、 55kg以下rに 予打ること。

また、当該男子労働者が、常時、人力のみによ

り取 り扱 う場合の重量は、当該労働者の体重の

おおむね40%以 下となるように努めること。

口 (1)の 重量を超える重量物 を取 り扱わせる場合

には、 2人以上で行わせるように努め、この場

合、各々の労働者に重量が均 ―にかかるように

すること。

(3)荷姿の改善、重量の明示等

イ 荷物は、かさばらないようにし、かつ、適切

な材料で包装 し、できるだけ確実に把握するこ

とのできる手段 を講 じて、取扱いを容易にする

こと。

口 できるだけ収 り扱う物の重量を明示すること。

ハ 著 しく重心の偏っている荷物については、そ

の旨を明示すること。

二 手カギ、吸盤等補助具の活用を図 り、持ちや

‐
ケく

‐
すること。

(4)作業姿勢、動作

労働者に対 し、次の事項に留意 させること。重

量物 を取 り扱 うときは急激 な身体の移動 をなく
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し、かつ、身体の重心の移動を少なくする等でき

るだけ腰部に負担をかけない姿勢で行 うことを原

貝Jと すること。

このため次の事項に留意すること。

イ できるだけ身体を対象物に近づけ、重心を低

くするような姿勢を取ること。

口 はい付け又ははいくずし作業においては、で

きるだけはいを肩より上で取り扱わないこと。

ハ 床面等から荷物を持ち上げる場合には、片足

を少し前に出し、膝を曲げ、腰を十分に降ろし

て当該荷物をかかえ、膝を仲ばすことによって

立ち上がるようにすること。

二 腰をかがめて行う作業を排除するため、適切

な高さの作業台等を利用すること。

ホ 荷物を持ち上げるときは呼吸を整え、腹圧を

加えて行うこと。

へ 荷物を持った場合には、背を仲ばした状態で

腰部にひねりが少なくなるようにすること。

(5)取扱い時間

イ 取 り扱う物の重量、lllり 扱う頻度、運搬距離、

運搬速度等作業の実態に応 じ、小休止・休息を

とる、他の軽作業と組み合わせる等により、重

量物取扱い時間を軽減すること。

口 単位時間内における取扱い量を、労lII者 に過

度の負担とならないよう適切に定めること。

(6)そ の他

腹圧を上げるため、必要に応 じ、腰部保護ベル

ト、腹帯等を使用させること。

Ⅱ 重症心身障害児施設等における介護作業

重症心身障害児施設等で、入所児、入所者等 (以

下「入所児等Jと いう。)の 介護を行わせる場合に

は、姿勢の固定、中腰で行う作業や重心移動等の繰

り返し、重量の負荷等により、労働者に対して腰部

に静的又は動的に過重な負担が持続的に、又は反復

して加わることがあり、これが腰痛の大きな要因と

なる。このため、次の措置を講ずることにより、作

業負担の軽減を図ること。

なお、肢体不自由児施設、特別養護老人ホーム等

における介護に係る腰痛の予防についても、次の措

置に準じ、実情に応じた対策を講ずるよう努めること。

(1)作業姿勢、動作

中腰で行う作業や腰をひねった姿勢を長く保つ

作業等を行わせる場合には、適宜小休止・休息を

とる、他の作業と組み合わせる等により、同一姿

勢を長時間続けないようにさせること。

イ 介護の方法

介護のために入所児等を床面又はベッドから

かかえた状態で作業を行わせるときの作業姿勢

は Iに よること。また、体重の重い入所児等の

体位の変換、移動等は、複数の者で行わせるこ

と。

口 食事介助の方法

食事の介助を行 う者に対 しては、ベッドに横

座 りすることを避け、椅子に座って入所児等に

正面を向くか、ベッド上でいわゆる膝 まくらの

姿勢を取 らせること。ただし、同一の姿勢を長

く続けさせないこと。

(2)作業標準

使用機器、作業方法等に応 じた作業標準を策定

すること。また、作業標準には、人所児等の身体

等の状態別、作業の種類別の作業手順、役割分担、

作業場所についても明記すること。

(3)介護者の適正配置

介護者の数は、施設の構造、勤務体制、療育内

容及び入所児等の心身の状況に応 じた適正なもの

とするよう努めること。

なお、やむを得ない理由で、一時的に繁忙な事

態が生 じた場合は、介護者の配置を随時変更する

等により、腰部負担の大 きい業務が特定の介護者

に集中しないように十分配慮すること。

(4)施設及び設備の構造等の改善

不適切な施設及び設備は、作業姿勢に密接に関

係するので、適切な介護設備、機器等の導入を図

るとともに、介護に関連 した業務を行 うために必

要な施設、機器等についても適切なものを整備す

ること。

また、作業姿勢を適正化するため、実際の作業

状況を検討 し、次の改善を図ること。

イ 室の構造等

入所児等の移送は、できるだけス トレッチャ

ーによって行 うようにし、通路及び各部屋には

ス トレッチャーの移動の障害 となるような段差

等を設けないこと。

口 浴槽の構造等

(イ )浴槽、洗身台、シャワー設備等の配置は、介

護者の無用の移動をできるだけ少なくするよ

うなものとすること。

(口 )浴槽の縁、洗身台及びシャワーの高 さ等は、

介護者の身長に適合するものとすること。

なお、これらの高 さが適切でないこととなる

介護者に対 しては、滑 りにくい踏み板等を使
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Ⅲ

Ⅳ

V

用 させることも考慮すること。

(フ 1移動式洗身台、ローラーコンベヤー付 き洗身

台、移動浴槽、 リフ ト等の介助機器の導入を

図ること。

ハ ベッ ドの構造等

ベ ッドの高 さは、入所児等の身体状況 も考慮

し、介護者の身長に適合するものとすること。

なお、これ らの高 さが適正でないこととなる

介護者に対 しては、履物、踏み板等を使用 させ

ることも考慮す
｀
ること。

二 付帯設備等

介護中に利用できる背 もたれのある椅 子や堅

めのソファー等を適宜配置 し、くつろいで座れ

るようにすること。また、介護に必要な用具等

は、出し入れ しやすい場所に収納すること。

ホ 休憩

休憩設備は、労働者の数及び勤務体制を考慮

し、不J用 に便利で、かつ、 くつろげるものとす

ることが望ましい。

(5)そ の他

腹圧を上げるため、必要に応 じ、腰部保護ベル

ト、腹帯等を使用させること。

腰部に過度の負担のかかる立ち作業 (略 )

腰部に過度の負担のかかる腰掛け作業・座作業 (略 )

長時間の車両運転等の作業 (略 )

職場における腰痛予防対策指針の解説

「別紙 作業態様別の対策」について

I 重量物取扱い作業 (略 )

Ⅱ 重症心身障害児施設等における介護作業

(1)作業姿勢、動作

イ 立位から床上にいる人を抱え上げる場合に

は、片足を少し前に出し、膝を曲げてしゃがむ

ように抱え (図 a)、 この姿勢から膝を仲ばす

ようにすることによって持ち_Lげ る。両膝を仲

ばしたまま上体を下方に曲げる姿勢 (図 b)を

取らないようにする。

好ましい姿勢   好ま 姿ヽ勢

口 立位で人を抱え、身体の前方で保持する場合

には、で きるだけ身体の近 くで支 え (図 a)、

腰の高さより上に持ち上げないようにする (図

b)の また、背筋を伸ばしたり、身体を後に反

らしたりしないようにする (図 c)。図a∫
i:D ttbヾilp  C切

(2)作業標準

介護に係る作業標準は、画一的なものにならな

いよう、それぞれの作業条件をulJ案 して策定する。

なお、新 しい機器や設備を導入 したり、入所児

等、作業内容等に変更があった場合には、その都

度、作業標準の見直 しを行 う必要がある。

長時間にわたり不自然な姿勢で介護を行 うこと

は腰部に負担 をかけることとなる。 したがって、

介護者の役割分担を明確に示 し、併せて時間管理

等を行うことにより、作業をしながら日誌を書 く、

食事の介助 をしながら自分の食事を取 る等 2つ以

上の行為を同時に行 うことのないように配慮 した

作業標準を策定する必要がある。

(3)施設及び設備の構造等の改善

介護設備、機器等の導入に当たっては、人間工

学や労働衛生等の専門家の意見を聴 き、ベ ッド、

浴槽、 トイレ、洗身台、介護室 ・居室、作業室、

医務室、調理場、施設への出入日、連絡道、床面

の材質、段差等について点検 し、安全衛生面のみ

ならず使いやすさを追求した施設・設備の改善を

図ることが望ましい。

また、ベッドは人所児等の移動が容易で高さの

調整は可能なものとする。

「介護に関連した業務を行うために必要な施設、

機器等についても適切なものを整備するJと は、

介護者が行う介護に関連 した業務を行うための設

備、例えば、事務、会議等を行うため、必要に応

じ、十分な広さの机・背もたれのある椅子等を整

備することをいう。

「介護に必要な用具等Jと は、生活用品、寝具、

医療器具、介護器具、教材、遊具等をいう。

Ⅲ 腰部に過度の負担がかかる立ち作業 (略 )

Ⅳ 腰部に過度の負担がかかる腰掛け作業・座作業 (略 )

V 長時間の車両運転等の作業 (略 )

参考 1・ 2(腰痛健康診断間診票・腰痛健康診断個人票)(略 )

参考 3 作業前体操 夕11 立って行う体操 (略 )

例 2 椅子に腰かけて行う体操 (略 )

例 3 床上で行う体操 (ウ イリアムスの運動)(田各)

参考 4 腰痛予防体操 (例)(略 )

邸付筒Ｆ
』
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介護作業者の腰痛予防対策チェックリスト
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★チェックをする前に必ずお読みください。

目  的

この「介護作業者の腰痛対策チェックリス トJ(以下「チェツクリス ト」という。)は 、「危険性又は有害性

等の調査 (リ スクアセスメン ト)」 の手法を踏意えて、介護作業において腰痛を発生させる直接的又は間接的

なリスクを見つけ出し、リスク低減対策にための優先度を決定、対策を講じ、介護作業者の腰痛を予防する

ことを目的としています。

対象 0チ ェック リス トの活用

チェックリス トの記入者は、介護作業に従事する方です。自分自身の作業内容や作業環境をチェックする

ことで、腰痛を弓き起こすリスクを明確にすることができ志す。

チェックリス トを職場全体で実施することにより、他の作業者が感じたリスクについても情報が得られ、

リスクに対する共通の認識を持つこともできます。

また、事業者はチェツクリス トの結果を踏まえ、優先順位を決めるとともに、リスク低湖のための対策を

講じることが必要です。

さらにリスク低減対策を検討するための参考として対策夕」を掲載しています。

内容・ 使用手順

チェックリス トは、「リスクの見積り」と「チェックリス トJの本体から成り表す。

「チェックリス ト」の本体への記入は、「リスクの見積り」に記載された評価の基準を目安にします。「チ

ェックリス ト本体のリスクの見積り」欄の該当する評価に○印をつけ、それぞれの介護作業の「 リスク」を

決定します。「リスクの見積り」は、評価の1/2・ lと して掲載しています。

チ ェック リス トの本人への記入

1 該当する介護サービスの□にチェック (y)を入れてください。

2 行っている介助作業の□にチェック (プ)を入れてください。該当する介助作業がない場合は、「その

他」の項目に作業内容を書き込んで使用してください。

3「 リスクの見積り」の該当する評価にOを付けてください。

「リスク」は、その評価の一夕」として「リスクの見積り」において、a評価が2イ固以上で「高」、a評価

が 1個含まれるか又は全て b評価で「中J、 bと cの評価の組み合わせ又は全て c評価で「低」として

います。該当するものにOを付けてください。

<チ ェックリス ト記入例 >

②介助作業 具体的な作業内容

③リスクの見積り

作業姿勢 重量負荷
頻度/

作業時間
作業環境 リスク

□ 着衣時の

移乗作業
ベッ ド⇔ 車椅子

ベッド⇔ ポータブル トイレ

車椅子 ⇔ 便座

車椅子 ⇔ 椅子

などの移乗介助

a.不  良

b・ バ
∈ ≫

C 良

a

◎
ノ」ヽ

b

C

a・ 歩

〇 ≫

b.日寺  々

c.ほ ばなし

a.問題あり

b.やや問題

∝

≪ ≫

a

肛0
C 低
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事業者の皆様ヘ

介護作業者の皆様へ配布する際の留意事項

チェックリストの氏名などの記入欄には職場名や氏名などの基本事項のほか、身長、体重、年齢などの個

人情報を含む記入欄を設けていますが、必ずしも全てを記入していただく必要はありません。これらは介護

作業における腰痛対策を推進する際、必要に応じて記入していただくために設けています。

介護作業者の皆様にチェックリストを配布する際は、使用目的を明確にし、記入すべき記入欄について理

解を得ていただくよう配慮してください。

【リスクの見積り (例 )及び介護作業者の腰痛対策チェックリストについて】

ここで示す「リスクの見積り」及び「介護作業者の腰痛対策チェックリス ト」はリスクアセ

スメン トの手法を踏まえて、その例として作成しました。

施設などによつて介護作業者の職場環境もそれぞれ異なること等から、必要に応じて本票の

例を参考に、皆様の施設などにあつたリスクの見積り、チェックリス トを作成してください。

職場環境などを踏まえて、評価基準の変更、リスクの見積りの点数化などの方法もあります。

ロ



リスクの見積り (炉1)

〔作業姿勢〕

作業姿勢 基準 (内容の目安) 評  価

大しヽに問題がある

前屈、中腰、坐位姿勢になる作業において、

しヽた天しヽ。

腰をひねつた姿勢を長く保つ作業がある。

不安定で無理な姿勢が強いられるなど。

適切な作業姿勢ができて

a不  良

やや問題がある
前屈、中腰、坐位姿勢になる作業におしヽて、適切な作業姿勢を意識し

ているが十分に実践できていない。
b やや不良

ほとんど問題なし 適切な作業姿勢を実践 している。 c  艮

適切な作業姿勢 (例 ) 適切でない作業姿勢 (例 )

恣

写

〔重量負荷〕

重量負荷 基準 (内容の目安) 言平   イ面

かなり大きい
要介護者または重量物を持ち上げるなどの作業において、介護作業者

1人あたりの重量負荷が20kg以上になる。
a大

やや大きい
要介護者または重量物を持ち上げるなどの作業において、介護作業者

1人あたりの重量負荷はあるが20kg未満である。
b 中

小さしヽ 重量負荷はほとんどなしヽ。 c  /1ヽ

ロ



〔作業頻度・作業時間〕

〔作業環境〕

作業環境 基準 (内容の目安) 評  価

大いに問題がある

作業場所が狭しヽ (作業場所が確保できなしヽ)、 滑りやすい、段差や障

害物がある、室温が適切でない、作業場所が暗い、作業に伴う動作、

姿勢を考慮した設備の配置などがなさねていない。

a 問題あり

やや問題がある 対策が講 じられてある程度問題は解決されてしヽるが、十分ではない。 b やや問題

ほとんど問題 |よない

適度な作業空間がある、滑り転倒などの対策ができてしヽる、段差や障

害物がない、適切な室温が保たれている、適切な明るさである、作業

に伴う動作、姿勢を考慮した設備の配置などが配慮されてしヽる。

c 問題なし

〔リスク〕(例 )

それぞれの介助作業でのレベル「 a」 、「b」 、「c」 の組合せによリリスクの程度を見積り、リスク低減対策の

優先度を決定します。次の表は、その一例です。

リスク 評価の内容 評価

同 「a」 の評価が2イ固以上含まれる
腰痛発生リスクは高く優先的にリスク低

減対策を実施する。

中
「a」 の評価が 1イ固含まれる、又|よ全て「b」

言平イ面

腰痛発生のリスクが中程度あり、リスク

低減対策を実施する。

イ氏
「b」 と「C」 の評価の組合せ、又は全て「cJ

言平イ面

腰痛発生の リスク |よ低しヽが必要に応 じて

リスク低減対策を実施する。

頻  度 基準 (内容の目安) 評  価

頻繁にある
腰に負担のかかる動作が1時間あたり十数回になる。

腰に負担のかかる動作が数回程度連続することが切れ目なく続く。
a 頻  繁

時々ある

腰に負担のかかる回数が1時間あたり数回程度である。

腰に負担のかかる動作が連続することがあるが、腰部に負担の少ない

軽作業との組合せがある。

b  日員;   /tz

あまりなしヽ 腰に負担のかかる回数が 1日 に数回程度 c ほぼなし

作業時間 基準 (内容の目安) 言平   イ面

時間がかかる 同一姿勢が 10分以上続く作業がある。 a  f更    しヽ

やや時間がかかる 同一姿勢が数分程度続く作業がある。 b やや長しヽ

あまりない 同一姿勢が続くような作業はほとんどない。 c矢豆 しヽ
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【使用方法】
● 該当する介護サービスの□にチェック (´ )を 入れてください。
● 行っている介助作業の□にチェック (′ )を 入れてください。該当する介助作業がない場合は、「その他」の項目に作業内容を書き込んで使用してください。

0 「リスクの見積りJの該当する評価にOを付けてください。「リスク」は、「リスクの見積り」の、それぞれの評価 (a、 b、 c)に おいて a評価が2個以上で「高J

a評価が1個含まれるか又は全て楯平価で「中J、 bと cの評価の組合わせ又は全でc言平価で「低JにOを つけてください。

● 「リスクを低減するための対策例Jを 参考に対策を検討してください。

職場名 : 身長 :   cm 性男J:男 。女 記入日 :   年   月   日

氏名 : 体重 :   kg 年齢 :   歳 腰痛の有無 : 有  。 無

F)介護サービス: L施設介護/「デイケアサービス/日在宅介護

2)介 助作業 具体的な作業内容
Cリ スクの見積リ

リスクの要因例 0リ スクを低減するための対策例 (概要 )

作業姿勢 重量負荷 頻度/作業時間 作業環境 リスク

□看衣時C
移乗介助

ベッド⇔車椅子
ベッド⇔ボータ lllト イレ
車椅子⇔便座
車椅子⇔椅子
車椅子⇔ストレッチャー
などの移乗介助

8不  艮

b やや不良

c  良

a 大

b 中

c ′|ヽ

a頻  繁

b時  々

c ほ|まな し

a 問題あ り

b やや問題

c 問題な し

中

低

リフ ト、スライディングポー ド等移乗介助に適し

た介護機器を導入する。

身体の近くで支え 腰の高さより上に持ち上げな

い。背筋を伸ばしたり 身体を後ろに反 らさない。

体重の重い要介護者は 複数の複数の者て介護する。

中腰や腰をひねった姿勢の作業等は 'Jヽ休止 体

患 他の作業との組合せ等を行う。

特定の介護者に作業が集中しないよう配慮するなど.

非看衣時
の移乗介

助

要介護者が服 を着ていな

しヽ時 の入 浴 、身 洗 、洗

髪に伴う移乗介助 a不  艮

b やや不良

c  良

a 大

b 中

c 'Jヽ

a頻  繁

b時  々

c ほぼな し

b

問題あ り

やや問題

問題な し

中

低

介護者が服を握れない
ことでの不安定な抱え
上げ
前屈や中腰姿勢での
移乗
手がすべるなどの不意
な事故で腰に力を入れ
る、ひねるなど

リフ ト等の介助機器 機械浴のための設備 、入浴

用ベル トなどの介護器具を整備する。

身体の近くで支え、腰の高さより上に持ち上げな

い。背筋を仲ばしたり 身体を後ろに反らさない。

体重の重い要介護者は 複数の者で介護する。

中腰や月要をひねった姿勢の作業等は 'Jヽ休止 体

患 他の作業との組合せ等を行う。

特定の介護者に作業が集中しないよう配慮するなど。

移動介戯 要介護者 を支えながらの

歩行介 助 、車椅 子 での

移動介助
a不  良

b やや不良

C  良

a 天

b 中

c ′Jヽ

a 長  い

b やや長い

c短  い

a 問題あ り

b やや問題

c 問題な し

中

低

前屈 や中腰 姿勢 、要

介護者 を抱えての移動

要介 護 者 と介 護 者 と

の体格の不一致

要介護者 が倒れそうに

なることで腰 に力 を入

れる 、ひねるなど

杖 歩行具 介助用ベル ト等の介護器具 手す

りなどの設備を整備する。

体重の重い要介護者は 複数の者で介護する。

通路及び
=部

座に移動の障害となるような「l差 な

どを設けないなど。

]食事介助 座位姿勢のとれる要介護

者の食事介 EIJ、 ベッ ド脇

での食事介助

良

艮杯
良

不
や

大

中

小

a tt  t
b やや長t

c tt t

問題あ り

やや問題

問題な し

高
中

低

体をひねったり、バラン
スの悪い姿勢での介助
長い時間に及ぶ同一
姿勢など

i奇 子に座 って要介護者の正面を向く。ベッド上て

は膝枕の姿勢をとる。

同一姿勢を長く続けないなど。

]体位変換 褥清などの障害を予防す
るための体位変換、寝て
いる位置の修正、ベッド
または布団から要介護者
を起き上がらせる介助

a不  良

b やや不良

c  良

a 大

b 中

c 月ヽ

a頻  繁

b時  々

c ほぼな し

a 問題あ り

b やや問題

c 問題な し

中

低

前屈 や中腰 姿勢 で要

介護者 をらいたり、押

し上げたり、持ち上げ

たりする介助など

ベッドは要介護者の移動が容易で高さ調整が可能

なものを整備するとともに活用する。スライディ

ングシー トなどい 護機器を導入する .

体重の重い要介護者は 複数の者で介護するなど。

』清拭介助
整容 更
衣介助

要介 護 者 の体 を拭 く介

助 、衣服 の脱 着 衣 の介

助 、身 だ しなみの介 助

など

a不  良

b やや不良

C  良

a大

b 中

c 'Jヽ

a頻  繁

b時  々

c ほぼな し

a 問題 あ り

b やや問題

c 問題な し

中

低

体をひねったり、バラ
ンスの悪い姿勢、前屈
や中腰姿勢での介助
など

ベッ ドは高さ調整が可能なものを整備するととも

に活用する。

極力要介護者を身体の近くで支える。

中腰や月要を()ね った姿勢の作業などでは 、小休

止 休息 、他の作業との組合せなどを行うなど。

]おむつ
交換

ベッドや布団上でのおむ
つ交換 a不  良

b やや不良

c  良

a 大

b 中

c 月ヽ

a頻  繁

b時  々

c ほぼむ し

a Poa題あり

b やや問題

c 問題なし

中

低

前屈や中腰姿勢で要
介護者の身体を持ち
上げたり、支えたりす
る介助など

ベッドは高さ調整が可能なものを整侵するととも

に活用する。

l・
p力 要介護者を身体の近くで支える。

中腰や腰 をひねった姿勢の作業などでは 小体

止 休患 他の作業との組合せなどを行うなど。

トイし
介助

トイレでのJll泄 に伴 う脱

着 衣 、洗 浄 、便 座 への

移乗などの介助

a不  良

b やや不良

c  良

a 大

b 中

c ,|ヽ

a頻  繁

b時  々

c ほlJ~な し

a 問題 あ り

b やや問題

c 問題な し

中

低

狭い トイレでの前屈や

中腰 姿 勢 で要 介 護 者

の身 体 を持 ち上 げた

り、支えたりする介助

など

介助用ベル ト等の介護器具 手すりなどの設備を

繁備する。

極力要介護者を身体の近くで支える.

動作に支障がないよう十分な広さを有する作業空

間をllt保 するなど。

□人浴介〕 一 般 浴 、機 械 浴 におけ

る服 の脱 着 衣  入 浴 、

身洗 、洗髪などの介助 a不  良

b やや不良

c  良

a 大

b 中

c 月ヽ

a頻  繁

b時  々

c ほぼな し

a 問題あ り

b やや問題

c 問題な し

中

低

無 理 な 姿 勢 や前 屈 、

中 腰 姿 勢 で の洗 身 、

洗髪などの介助

滑 りやすい床で急に腰

部に力さ)、、る動作など

移動式洗身台などの介助機器を導入する。手す

り 取 っ手 機械浴のための設備の整備をする。

浴槽 洗身台 シヤワー設備などの配置は、介護

者の無用の移動をできるだけ少なくし シヤワー

の高さなどは 介護者の身長に適合したものとす

る。滑 りにくい踏み板などを使用する。

極力要介護者を身体の近くで支える.

体重の重い要介護者は 複数の者て介護するなど。

□送迎業務 送 迎 車 への移 乗 、居 宅

か ら送 迎 車 までの移 動

な ど

良

良

杯
良

不
や

大
中

小

繁

々

しなぎ

頻

時

ほ

問題あ り

やや PoO題

問題な し

高

中

低

送迎 車 への車 椅 子 の

乗 り下ろし

要介護者 を抱 きかかえ

ての移動 、移乗など

体重の重い要介護者は 複数の者で介護する。

極力要介護者を身体の近くで支える。

通路及び各部屋に移動の障害となるような段差な
どを設けないなど。

∃生活援け 調理 、洗 濯 、掃除 、買

い物など
良

良

杯
良

不
や

大

甲
小

a長  い

b やや長い

c短  い

P。3題 あり
やや問題
問題なし

高

中
低

前屈 や中腰 姿 勢 での

作業

長 い時 間 に及 ぶ同 一

姿勢など

腰に負担のかかりにくいモッフなどの生活用品を

使用する。

中腰や腰 をひねった姿勢の作業などでは  '1ヽ 休

止 休患 他の作業との組合せなどを行うなど。

そ の他 良

良

杯
良

不
や

大
中

小

繁

々

しなぎ

頻

時

ほ

a 問題 あ り
b やや問題
c 問題なし

高

中

低
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